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組合告示第１３号 

  

 地方自治法第１９９条第４項の規定により、令和４年度定例監査を執行したので、組合監査委員条例第

８条の規定に基づき次のとおり公表いたします。 

 

   令和４年１２月１日 

 

                         埼玉県市町村総合事務組合 

                         代表監査委員  林  伊 佐 雄 

 

 

 

１ 監査の期日 令和４年１０月２５日（火）及び令和４年１１月７日（月） 

２ 監査委員氏名 林  伊 佐 雄 

監査委員氏名 吉 田 信 解 

３ 監査の対象  令和４年９月３０日現在における財務に関する事項及び事業の執行状況について 

４ 監査の結果及び意見 

この監査は、地方自治法第１９９条第４項及び組合監査委員条例第３条の規定に基づいて行ったもの

である。 

監査の結果、財務に関する事項及び事業の執行状況については、特に指摘する事項はなく、適正かつ

良好と認める。 

 （１） 財務に関する事項 

  ア 予算の執行状況について 

令和４年９月３０日現在における一般会計の歳入総額は、１１９億６，５２６万７千円で、予算

総額２３４億６，０７６万５千円に対する収入割合は５１．００％であり、前年度同期と比較する

と９，９３６万８千円の増となっている。 

歳入の内訳（構成比）は、退職手当負担金と消防災害補償負担金を合わせた市町村等負担金が１

１８億４，３８１万２千円（９８．９８％）、消防基金支出金、財産収入、繰入金、繰越金及び諸収

入の合計額は１億２，１４５万５千円（１．０２％）となっている。 

特に退職手当の一般負担金においては、負担金率は前年度と同率（１３５／１，０００）である

が、常勤職員の新規採用者が３０２人増加したことにより負担金の収入は、約５千万円の増となっ

ている。 

一方、歳出総額は３０億５０３万８千円で、予算総額に対する支出割合は１２．８１％であり、

前年度同期と比較すると、１０億８２２万７千円の増となっている。 

歳出の内訳（構成比）は、給付費が８億３，３６１万８千円（２７．７４％）、議会費、総務費、

消防基金掛金及び積立金の合計額は２１億７，１４１万９千円（７２．２６％）となっている。 

歳出について前年度同期と比較すると、退職手当と消防災害補償の給付費においては１億９，７

７７万２千円（３１．１０％）の増、積立金については８億１，０８７万４千円（６３．２３％）

の増となっている。 

以上により、歳入歳出差引残額は８９億６，０２２万９千円となり、前年度同期と比較すると、

９億８８５万９千円（９．２１％）の減となっている。 
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    特別会計の歳入総額は、１億５，８４６万１千円で、予算総額１億７，１２４万円に対する収入割

合は９２．５４％となっている。 

    歳入の内訳（構成比）は、会費が３，２９９万５千円（２０．８２％）、繰越金が１億２，５４６

万円（７９．１７％）その他財産収入及び諸収入は約５千円（０．００３％）となっている。 

    また、歳出の内訳（構成比）は、事業費が２，８３０万５千円（６５．３６％）、総務費及び積立

金が１，５００万４千円（３４．６４％）となっている。 

    以上のとおり、歳入歳出差引残額は、１億１，５１５万円となり、前年度同期と比較すると２，０

４５万９千円（１５．０９％）の減少となっている。 

    なお、予算の執行は適正かつ効率的に行われている。 

  イ 会計経理について 

    収支とも各関係諸帳簿及び証書類については、確実に整理されており計数的にも正確である。 

 （２） 事業の執行状況 

  ア 市町村等負担金及び会費について 

    退職手当負担金、消防災害補償負担金及び交通災害共済の会費については、順調に収納されており

市町村との連絡調整も良好である。 

  イ 給付費等の支給状況について 

    退職手当については、９月末までに一般職の退職者１６２人に対し６億２，０８０万２千円、特別

職の退職者１８人に対し２億１，１８４万３千円を支給している。 

    全体では、１８０人に対し８億３，２６４万６千円を支給しており、平均支給額は４６２万５千円

となっている。 

    これを前年度同期で比較すると、総支給人数では２３人（１４．６５％）の増、支給総額では１億

９，８７３万５千円（３１．３５％）の増となっている。 

    消防団員等災害補償費については、９月末までに９７万１千円を支給しており、その内訳は、遺族

補償年金となっている。 

    交通災害共済の見舞金については、９月末までに死亡１件に対し１２０万円、傷害５０７件に対し

て２，７０６万円を支給しており、１ヶ月平均でみると８５件に対して４７１万円の支給となってい

る。 

  ウ 財政調整基金の状況について 

    ９月末現在の３基金の保有総額は４９４億９，６５７万８千円で、そのうち退職手当基金の保有額

は４８７億１，２８３万５千円となっている。 

    退職手当基金については、前年度同期と比較すると、４７億２，７３６万５千円（１０．７５％）

の増となっている。 

    また、消防災害補償基金については、令和２年度より事務費等の財源の不足を補うため、取り崩し

を行い対応している状況となっている。 

    特別会計の交通災害共済基金については、９月末現在の保有額は５億７，６４３万２千円となって

いる。 

 （３） 今後の資金対策等 

    一般会計の歳計現金については、特に年度末に集中する退職手当の支給に備え、支給予定日に合わ

せた短期の大口定期預金や譲渡性預金による運用を行い、退職手当基金については、組合財産の保全

を講じるために、債券（国債、地方債及び政府保証債）を中心に運用を行っている。 

    また、団塊ジュニア世代職員の大量退職に伴う給付財源の確保を図るため、長期的財政予想に基づ

き、負担金の一部の計画的な積立てを行っている。 
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令和４年度 一般会計予算執行調書 
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令和４年度 特別会計予算執行調書 
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組合告示第１４号 

 

 埼玉県市町村総合事務組合財政状況の公表に関する条例第２条第１項及び第３条第１項の規定により、

令和４年４月１日から令和４年９月３０日までの期間における組合の財政状況を次のとおり公表する。 

 

   令和４年１２月１日 

 

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 

 

 

埼玉県市町村総合事務組合財政状況 

 

1 令和４年度上半期の財政方針等について 

令和４年度の予算編成に当たっては、当組合設立の目的でもあります市町村財政の安定と住民の福祉

増進に寄与することを理念とし、引き続き財政運営の簡素効率化と経費の削減合理化を図ることを基本

方針としました。 

一般会計の歳入では、まず、退職手当負担金の一般負担金については、負担金率を前年度と同率（１

３５／１，０００）とし、負担金算定の基礎となる職員の平均給料月額を常勤職員では前年度比較で５

８６円増の３１２，１２５円、フルタイム会計年度任用職員では３１８円減の１８８，８２９円を見込

み、前年度比較で２億２，４７９万４千円（１．１７％）の増としました。 

  また、特別負担金については、定年・勧奨退職者に支給した退職手当の基本額と自己都合退職と仮定

した場合の退職手当の基本額との差額及び退職手当の調整額分を計上したものですが、定年退職者の減

少を見込み、前年度比較で４，２２３万４千円（１．１０％）の減としました。 

  次に消防災害補償負担金については、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令（以

下「関係政令」という。）で定める消防団員等公務災害補償等共済基金（以下「消防基金」という。）の

公務災害に係る掛金算定基準と同様に、市町村の消防（水防）団員条例定員に１，９００円を乗じて得

た額及び国勢調査人口に３．５円を乗じて得た額の合計額の計上で、前年度とほぼ同額としました。 

  これらにより市町村等負担金全体では、１億８，２６８万円（０．７９％）の増となりました。 

  消防基金支出金については、公務災害補償共済金をはじめ消防団員の安全装備品整備助成金等の消防

基金からの交付金合計は、前年度と同額の２，３１０万円を計上しました。 

  繰入金については、特別会計繰入金として、交通災害共済特別会計から事務費に充当するため、１，

５００万円を計上し、基金繰入金の消防災害補償基金繰入金は、消防基金に加入前に生じた遺族補償（年

金）及び事務費等に充当するため５７０万円を計上しました。 

  その他、預金利子及び財産運用収入については、歳計現金及び基金の運用益分を計上しました。 

  一方歳出では、給付費の退職手当費については、定年退職者の減少が見込まれ前年度比較で７億５，

１４７万９千円（３．８３％）の減としました。 

  また、消防団員等に対する災害補償費の給付費は、前年度と同額としました。 

  消防基金掛金については、団員定数増及び人口増に伴い前年度比較で１２万円増の３，８９７万円を

計上しました。 
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  また、積立金の退職手当基金費については、前年度比較で９億４，７０４万３千円（２７．１７％）

の増としました。 

  以上により、令和４年度の一般会計は、歳入歳出ともに２３４億６，０７６万５千円となり、前年度

比較では１億９，０２７万円（０．８１％）の増となりました。 

  特別会計における歳入では、その中心となる交通災害共済会費収入については、会費年額を１人当た

り５００円、加入者数２００，０００人を見込み前年度と同額の１億円を計上、その他繰越金、財産運

用収入、預金利子等を合わせて１億７，１２４万円を計上しました。 

  歳出では、事業費を前年度と同額の１億５，５６１万円とし、その他総務費及び積立金等を合わせて

１，５６３万円を計上しました。 

  以上により、令和４年度の特別会計は、歳入歳出ともに前年度比較で２５０万円（１．４４％）減の

１億７，１２４万円の予算編成となりました。 

 

2 歳入歳出予算の執行状況について 

(1) 一般会計 

令和４年９月末現在における歳入総額は、１１９億６，５２６万７千円で、予算額２３４億６，０

７６万５千円に対し５１．００％の収入率となり、前年度同期と比較すると９，９３６万８千円（０．

８４％）の増となりました。 

歳入の内訳は、市町村等負担金が１１８億４，３８１万２千円（９８．９８％）、消防基金支出金、

財産収入、繰入金、繰越金及び諸収入の合計額が１億２，１４５万５千円（１．０２％）です。 

歳出総額は、３０億５０３万８千円で予算額に対し１２．８１％の執行率となり、前年度同期と比

較すると１０億８２２万７千円（５０．４９％）の増となりました。 

歳出の内訳は、給付費が８億３，３６１万８千円（２７．７４％）、議会費、総務費、消防基金掛

金及び積立金の合計が２１億７，１４１万９千円（７２．２６％）です。 

(2) 特別会計 

   歳入総額は、１億５，８４６万１千円で、予算額１億７，１２４万円に対し９２．５４％の収入率

となり、歳入の内訳は、会費が３，２９９万５千円（２０．８２％）、繰越金が１億２，５４６万円（７

９．１７％）、その他財産収入及び諸収入が約５千円（０．００３％）です。 

   歳出総額は、４，３３１万円で、予算額に対し２５．２９％の執行率となり、歳出の内訳は、事業

費が２，８３０万５千円（６５．３６％）、総務費及び積立金が１，５００万４千円（３４．６４％）

です。 

   なお、上半期における予算の執行状況は、別表１「予算執行調書」のとおりです。 

 

3 財産、地方債及び一時借入金について 

(1) 財 産 

令和４年９月末現在における組合の財産は、別表２「財産に関する調書」のとおりであり、一般会

計の退職手当等基金は、４８９億２，０１４万５千円を保有し、前年度同期と比較すると４７億２，

１６７万円（１０．６８％）の増となりました。 

また、特別会計の交通災害共済基金については、５億７，６４３万２千円を保有しています。 

(2) 地方債及び一時借入金について 

地方債及び一時借入金はありません。 
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別  表１ 

令和４年度 一般会計予算執行調書 
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令和４年度 特別会計予算執行調書 
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別  表２ 

 

財 産 に 関 す る 調 書 （ 一 般 会 計 ） 

 

 

 

 

 

 

 

財 産 に 関 す る 調 書 （ 特 別 会 計 ） 
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組合告示第１５号 

 

 令和４年４月１日現在における埼玉県市町村総合事務組合の等級等ごとの職員数を、地方公務員法第５８

条の３第２項の規定により次のとおり公表する。 

   

   令和４年１２月１日 

 

                           埼玉県市町村総合事務組合 

                              管理者 富 岡 勝 則 

 

 

 

等級等ごとの職員数の状況               （令和４年４月１日現在） 

区分 基準となる職務 職員数（人） 構成比（％） 

１級 主事 ２ ２８．５ 

２級 主事 ０ ０．０ 

３級 主任 １ １４．３ 

４級 主査 １ １４．３ 

５級 主幹、主査 ０ ０．０ 

６級 課長、主幹 １ １４．３ 

７級 次長、課長 １ １４．３ 

８級 事務局長 １ １４．３ 

計 ７ １００．０ 

 

 


